可児市運動公園グラウンド優先使用申請書
令和　　年　　月　　日
指定管理者　様

次のとおり可児市運動公園グラウンドを使用したいので申請します。
【申請者】
所属団体　
氏　　名　
住　　所　
電話番号　

	使用面数
	全面　　　・　　　西面　　　・　　　東面

	使用希望日時
	期　　日
	時　　間
	備考

	
	　　年　　月　　日（　）
	時　　～　　時
	

	
	　　年　　月　　日（　）
	時　　～　　時
	

	
	　　年　　月　　日（　）
	時　　～　　時
	

	使用目的（大会名など）
	

	主催者
	

	使用内容
	アマチュアスポーツ大会　　プロスポーツ大会　　その他イベント

	入場料等の徴収
	あり（　大人：　　　円　子ども：　　　円　）　　　　　なし

	使用人数（予定）
	　　　　　　　人

	観客数（予定）
	　　　　　　　人

	駐車台数（予定）
	　　　　　　　台　（バス　　　　　台）

	事前準備
※準備時間も使用料がかかります
	あり　【当日　・　前日　　時間（　　時～　　時）　】
なし

	付属施設の使用
※使用予定がある場合○を記入
	ナイター照明（　）　西面本部棟（　）　東面管理棟（　）　


※裏面の注意事項をご確認ください。

【注意事項】
１　運動公園グラウンドの開場時間は、９時から21時までです。
使用時間は入場から退出までとし、準備、後片付け又は清掃などの時間を含むものとします。
行事準備に伴い９時より前の使用を希望する場合は、事前にご相談ください。

２　市内使用者料金の適用を受けるには、「可児市運動公園グラウンド市内使用者登録申請書」による登録手続きが必要です。登録を継続するときは、年度ごとに手続きを行ってください。

３　グラウンドの利用料金は、次のとおりです。夜間照明は、別途、料金がかかります。

	使用料区分
	使用料
（１時間）
	使用料
（１日）

	可児市運動公園グラウンド
	市内の
使用者
	東面使用
	770円
	5,390円

	
	
	西面使用
	
	

	
	上記以外の場合
	東面使用
	1,540円
	10,780円

	
	
	西面使用
	
	

	
	照明（東面）
	1,540円
	

	
	照明（西面）
	
	


※「可児市運動公園グラウンド市内使用者登録申請書」による登録の申請が必要です（年度更新）。
※１日とは９時から17時までをいいます。

４　優先使用調整後、4月以降で使用日の一月前までに改めて使用許可申請書（本申請）の提出が必要です。その際に、使用施設、備品、使用料の支払い等について確認させていただきます。

５　施設を使用する際には、遵守事項をきちんと守ってください。

６　大会等で多数の入場者が予想される場合は、主催者が責任をもって整理員等を配置し、グラウンド及び運動公園内外の整理を行ってください。

